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○国東市地域福祉計画策定委員会規則 

 

 (趣旨) 

第 1 条 この規則は、国東市附属機関設置条例(平成 19 年国東市条例第 2号)の規定に基づき、

国東市地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 (所掌事務) 

第 2 条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

 (1) 地域福祉計画の策定に関すること。 

 (2) 地域福祉計画の進行管理に関すること。 

 (3) その他地域福祉計画の策定及び進行管理に関して必要な事項 

 (組織) 

第 3 条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 学識経験のある者 

 (2) 医療・保健・福祉関係者 

 (3) 職域・住民組織団体の代表者 

 (4) 関係行政機関の職員 

 (5) 一般市民 

2 策定委員会は、必要に応じて部会を設けることができる。 

 (委員長及び副委員長) 

第 4 条 策定委員会に委員長及び副委員長各 1 名を置く。 

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 (任期) 

第 5 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

 (会議) 

第 6 条 策定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

2 策定委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

3 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところに

よる。 

 (関係者の出席) 

第 7 条 委員長は、必要に応じて策定委員会に関係者の出席を要請し、助言を求めることができ

る。 
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 (提携) 

第 8 条 市は、国東市社会福祉協議会と提携し、地域福祉計画の策定及び策定委員会の協議に当

たり、事務を協働する。 

 (庶務) 

第 9 条 策定委員会の庶務は、福祉課において処理する。 

 (委任) 

第 10 条 この規則に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定

委員会の会議に諮って定める。 

   附 則 

 この規則は、平成 19年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この規則は、平成 24年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この規則は、平成 26年 4 月 1 日から施行する。 

 



資 料 編 

‐ ‐ 101 

 

○第４期 国東市地域福祉計画策定委員名簿 

区 分 所属団体等 役職等 氏名 

学識経験者 

民生委員児童委員連合会 会 長 清原 正義 

国東市校長会 会 長 渡邊 昌教 

医療・保健・ 

福祉関係者 

国東市医師会 会 長 菅 淳一 

社会福祉協議会 常務理事 厚田 信幸 

障害者自立支援協議会 会 長 岩井 今朝信 

国東姫島介護支援専門員 

協議会 
会 長 河田 研吉 

職域・ 

住民組織団体の 

代表者 

区長会 会 長 冨永 六男 

老人クラブ連合会 会 長 畑 克明 

地域婦人団体連合会 会 長 徳丸 由美子 

くにさき企業会 会 長 萱島 進 

関係行政機関の 

職員 

医療保健課 課 長 渡邉 康弘 

高齢者支援課 課 長 田川 幸伸 

福祉課 課 長 小田 美一 

一般市民 

商工会青年部 部 長 田吹 聡 

国東こども園 保護者代表 小笠原 鮎美 

母親クラブ 会 長 津留 富美 
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○第４期 国東市地域福祉計画策定検討部会委員名簿 

課  名 職  名 氏  名 

総務課 係 長 宇都宮 昭 

政策企画課 係 長 高木 雄介 

市民健康課 係 長 辻 まり子 

医療保健課 保健師 吉田 美咲 

人権啓発・部落差別解消推進課 係 長 片山 幹一 

隣保館 館 長 尾立 加寿美 

高齢者支援課 係 長 溝部 一晴 

地域包括支援センター 主 幹 河野 千鶴 

活力創生課 係 長 郷司 知義 

学校教育課 係 長 石丸 理佐 

社会教育課 係 長 郷司 康夫 

社会福祉協議会 事務局長 矢野 高広 

社会福祉協議会 課 長 徳部 勝吉 

福祉課 係 長 野澤 正美 

福祉課 係 長 大海 音江 

福祉課 係 長 都留 啓一 

 

福祉課 

（事務局） 

係 長 林 克彦 

主 幹 和田 洋子 

主 事 橘 卓弥 
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○第 4 期 国東市地域福祉計画策定経過 

開催日 会議等 

令和 4年 8 月 25 日 第 1 回検討部会 

 9 月 9 日 アンケート調査依頼 

 11月 30 日 第 1 回地域福祉計画策定委員会 

 12月 26 日 第 2 回検討部会 

令和 5年 2 月  1 日 第 3 回検討部会 

 2 月 9 日 第 2 回地域福祉計画策定委員会 

 2 月 24 日 パブリックコメント 

 3 月 3 日 第 4 回検討部会 

 3 月 15 日 第 3 回地域福祉計画策定委員会（書面開催） 
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